
 

 

 

令和５年９月 

お客さま各位 

かながわ信用金庫 

 

インボイス制度（適格請求書等保存方式）への対応に関するお知らせ 

 

令和５年１０月１日（日）から消費税のインボイス制度（適格請求書等保存方式）が開始

されます。それに伴い、かながわ信用金庫の適格請求書発行事業者の登録が完了しておりま

すので、お知らせいたします。 

当金庫は、地域金融機関として、お客さまのお役に立てる金融サービスをご提供してまい

ります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 

１．適格請求書発行事業者登録番号 

 

発行事業者登録番号 Ｔ８０２１００５００７４５９ 

氏名又は名称 かながわ信用金庫 

登録年月日 令和５年１０月１日 

本店又は主たる事務所の所在地 神奈川県横須賀市大滝町１丁目２８番地 

 

２．インボイス発行をご希望のお客さまへ 

 

⑴ 営業店窓口などでお渡しする各種手数料領収書や振込手数料受取書は、インボイ

スの要件を満たした書式に変更となります。 

⑵ 預金口座から口座振替による手数料お支払いなど、領収書をお渡ししないお取引

については、営業店窓口などでインボイス発行依頼書をご記入いただき、ご提出

後、別途「インボイス管理票」を発行いたします。（但し、例外となるお取引もご

ざいます。） 

 

※インボイス制度に関する一般的なご質問や登録申請手続きについては、貴社顧問税理

士や所管の税務署、または国税庁ホームページ等にてご確認いただきますよう、お願

いいたします。 

以上 


